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宮崎県告示第 191号の２

漁業災害補償法（昭和39年法律第 158号。以下「法」という。)

第 108条第５項において準用する法第 105条の２第３項の規定によ

る届出を審査した結果、当該加入区に係る法第 108条第２項の規定

による特定第２号漁業者の同意が同項に規定する要件に適合すると

認めた。

令和４年３月24日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

同意成立の届出年月日 令和４年１月27日

発起人の住所及び氏名 串間市

有限会社 海心

代表取締役社長 川崎 義成

串間市

河野 忠重

加 入 区 の 名 称 串間市東加入区

区 域 串間市東漁業協同組合の地区

区 分 立宇津支所の地域の者が営む小型定置

漁業


